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林業における死亡災害の増加への対応について

平成 22年の林業における労働災害による死亡者数は、別紙のとおり、 8月 7臼現在の速

報値で 34人と前年同期より 8人増加(約 31%) しているところであり、災害発生時の作

業の状況について見ると、間伐作業中の災害が約4苦手lを占めているほか、不適切な「かかり

木」処理及び複数の労働者が比較的接近して作業を行っていたことが原因による災害が認め

られるところである。

また、被災者の経験年数等についてみると、経験年数が少ない高年齢者による災害が発生

するなど、他業種からの参入により、林業作業の経験が浅い者が被災している状況が窺える

ところである。

上記のような災害発生の背景には、近年、庭用の受け皿としての期待が大きく、地球温暖

化防止対策の推進等もあいまって、間伐作業をはじめとする作業が増加傾向にあることのほ

か、建設業等他業種に属す-5事業者が間伐作業を請け負う事案も散見されることなどが窺え

るところであり、特に、今後、間伐作業が本格化することに伴い、死亡災害の更なる増加も

懸念されるところである。

このような状況を踏まえ、林業・木材製造業労働災害防止協会においては、別添1のとお

り、関係事業者への自主点検の実施も含む緊急対策を実施するとともに、別添2のとおり、

地方駐在安全管理士を活用したパトロール等の実施により、林業における死亡災害をはじめ

とした労働災害の増加に歯止めをかけるための取組みを推進しているところである。

ついては、林業・木材製造業労働災害防止協会各支部、林野行政機関等と連携のもと、貴

局管内における間伐作業の発注状況を把握するとともに、下記の事項に特に留意の上、事業

者等に対して労働安全衛生関係法令の遵守を徹底する等により、林業における死亡災害をは

じめとする労働災害の防止の徹底を図られたい。

また、指導等の実施状況については、本省において今後の林業における労働災害紡止対策

の推進に資するため、引き続き、当課建設安全対策室あて情報提供されたい。

なお、 31J添 3のとおり、林野庁林業労働対策室長より、各都道府県林業労働担当課長あて、

林業における労働災害防止について要旨青がなされていることにも留意されたい。



記

1 事業場に対する個別指導、集団指導等の実施に当たっては、本年度に林業・木材製造業

労働災害防止協会が作成したリ}フレット r!)スクアセスメントを始めましょう(間伐作

業編)J (別添4)等を活用し間伐作業における危険性又は有害性等の調査等(リスクアセ

スメント)の普及・促進、新規就業者等による労働災害の防止に努めること。

2 rかかり木の処理の作業における労働災害防止のためのガイドラインJ(以下「ガイドラ

イン」という。)に基づく措霞の徹底を図ること。特に、経験年数の少ない者ほど伐木作業

等に伴い、かかり木を生じさせやすいため、上記1及び下記4の実施に当たってはガイド

ラインに基づく措置の適切な実施に留意すること。

3 現場において複数の労働者が作業を行う場合には、事業者に対し、法令に定める合図や

退避確認等を徹底させることはもとより、別の作業者による作業による危険も考慮した作

業計画を策定し、これに基づく作業を行わせるよう指導すること。

4 林業・木材製造業労働災害防止協会や林野行政機関等から労働安全衛生関係のパトロー

ル等の要請があった場合には、積極的にこれを活用し、管内事業場に対する効率的・効果

的な指導に努めること。



林業における死亡災害の発生状況

1 平成 18 年~22年の林業における死亡災害の発生状況

平成 18年 平成 19年

速報値

(8月7日現在)
33 30 

確定値 57 50 

2 平成22年の林業における死亡災害の特徴

(1)作業の種類別の特徴

平成20年

23 

43 

(見IJ紙)

平成 21年 平成 22年

26 34 

43 

資料出所・死亡災害報告

34人中、 15人(約44%)が間伐作業中に被災しており、そのうち豆ムl圭盟主

は潤伐作業があまり活発に行われない4 月 ~7 月に被災している。

34人中、 -~1 人(約 62%) が伐木作業中に被災しており、そのうち三ム主主工企

かり木処理中 lに被災している。また、「かかり木処理中jに被災したケースのほとん

どが「元玉切りJなどガイドラインで禁止されている不適切な処理方法安行った擦に

盤~している。

34人中与 B人(約 24%)が複数の労働者が比較的接近して作業存行っていた際

主埜~している(近くで作業していた者に伐倒木が激突した等) 0 

(2 )年齢別、経験年数別の特徴

34人中、 1O人(約 29%)が「経験年数3年未満Iの者となっている。

「経験年数3年未満Jの者 10名のうち、 8名が r50歳代以上』の者となってい

ることから、嘉年齢者の他業種からの参入により、林業作業の経験が浅い豆粒i盤盆L

主主金状況が窺える。

(3)その他の特徴

被災者の所属事業場名を見ると、 roo設備j、 roo建設」、 roo商事J、 ro 
0物産」など、他業種から林業に参入したと思われる事案が散見される。



厚生労働省労働基準局

安全衛生部長殿

林災防発第 73 -l手

平成 22年8月 6日

林業・木材製造業労働災害紡止協会

会長並木瑛夫

林業における死亡災害の増加に対する緊急対策について

日嘆から当協会の業務運営につきましては、格別のご高配役賜り τ 厚く御

宇しを申し上げます。

平成 22年の林業における死亡者数は、 1""6月で 27人(速報値)の発

生をみており、これは前年同期に比べ5人噌となっています。また、その後

においても林業の死亡災害の発生が報告されていることから、様めて憂慮す

べき事態となっております。

現状のまま推移すると、本年の林業における死亡者数は‘「林材業労働災害

防止計商」の目標である年間 40人以下を達成し得ないどころが、大穏な鴻

加も懸念されるところであり、今後の展開に強い危機感をもっているところ

であります。

このため、当協会として、死亡災害の増加に歯止めをかけるべく、 8月 ~

10月の潟、別添「林業における死亡災害増加に対する緊急対策jに基づき、

全国一斉に緊急対策を実施することといたしました。

つきましては、本対策が実効あるものとなるよう、ご協力方よろしてお願

い申し上げます。



(別添)

平成 22年 8月

林業・木材製造業労働災害防止協会

林業における死亡災害増加に対する緊急対策

1 趣旨

平成 22年の林業における労働災害の死亡者数は、 1月から 6月までで

すでに 27人(速報値)となっており、同 21年に比して 5人増加する状

況となっている。このままで推移すると、今年の林業の労働災害の死亡者

数は、 f林材業労働災害防止計画Jの目標である年間 40人以下を達成し得

ないどころか、大幅な増加が懸念され、非常に憂慮すべき事態となってい

る。

このため、これ以上死亡災害を出さないよう歯止めをかけるため、緊急

対策を実施するものとする。

L 

2 緊急対策期間

平成 22 年 8 月 ~1 0月

3 重点取組課題

死亡災害の多発に歯止めをかけるため、特に、

①伐木作業、特に陪伐作業における安全な作業手順の遵守

②高年齢労働者への労働災害防止対策の徹底

③未熟練労働者への安全衛生教育と熟練労働者への再教育の徹底

の3点を重点取組課題とす'50

4 具体的実施事項

(1)本部(安全管理士を含む)及び支部は、次の事項を行う。

ア 会長名による緊急要請

イ 安全巡回指導の迅速かっ計画的な実施

ウ 情報誌「林材安全」、協会ホームページへの緊急要請文の掲載によ

る広報

エ 都道府県労働局、森林管理局、都道府県、林業濁係中央団体に対す

る協力要請

オ 支部が実施する緊急対策会議、現場パトロール等への安全管理士の

サポート



カ 実施した対策の取りまとめ

(2)会員は、次の事項を行う。

ア 経営トップによる現場安全パトロールと事業場の一斉自主点検の

実施

イ I林業・木材製造業労働災害防止規程j の遵守の徹底

り7 r林材業労働災害防止計画」における特別重点事項及び重点事項の

徹底

エ 高年齢労働者に対しての適切な作業管理と労働災害防止対策の徹

底

オ 労働者の熟練度に応じた安全衛生教育の徹底

(3 )死亡災害多発支部(=北海道、岩手県)は、次の事項を行う。

ア 分会長、支部役員、関係行政機関による緊急労働災害防止対策会議

等の開催

イ 緊急安全パトロールの実施



平成22年8月

会員各位

林業・木材製造業労働災害防止協会

会長並木瑛夫

林業における死亡災害増加に伴う緊急要請

本年に入り林業における労働災害で、 6月末日現在、すでに 27人僅報値)の尊い生

命が失われており、これは平成21年の同期に比べて5人増加という極めて憂慮すべき事

態となっています。

このままで推移しますと、今年の林業の労働災警による死亡者数は、「林材業労働災害防

止計画 (5か年計蘭)Jの自様である年間40人以下を達成し得ないどとろか、大幅な増加

も懸念されるところであります。

死亡災害は、亡くなられた被災者やその家族にとって大変不幸な乙とであり、また事業

場にとっても経験知識を積んだ貴重な労働力が失われることとなります。

労働者の安全と健康の確保は、企業経営における最喜重要事項であり、経営トップ自らが

強いリーダーシップを発揮し、率先して安全衛生活動に取り組むととが重要であります。

これ以上労働災害を起こさないため、会員の皆様におかれましては、経営トップが先頭

に立ち自主的な労働災害防止活動を強化し、下記事項を速やかに実施されるよう要請いた

します。

記

1 控営トップによる現場安全パトロールと一斉自主点検を実施すること。

2 林業・木材製造業労働災害防止規程に定める伐木・造材作業における安全

な作業方法を徹底すること。(第 9条~第 33条)

3 r林材業労働災害紡止計画 (5か年計画)Jにおける、特別重点事項 (3填

目)及び重点事項 (8項目〉を徹底すること。

4 林材業リスクアセスメントの導入・実施に取り組むこと。

5 高年齢労働者の心身機能や健康状態を把握し、適切な労働災害防止対策と

作業管理を行うこと。

6 労働者の熟練度に応じた作業方法等に関する適正な教育を徹底すること。



(参考)

-平成22年林業における月別死亡災害発生状況

(平成21年間期:2.2.人)

-林材業労働災害防止計画 (5カ年計画)における林業の重点項目

く特別重点事項〉

( 1 )リスクアセスメントの普及促進

(2)かかり木の処理作業における安全な作業方法の徹底

(3)高性能林業機械等の大型林業機嫌による安全作業の徹底

く重点事項〉

(1)伐木造材、造林作業及び機械集材装置等による集材作業の安全な作業方法の

徹底

(2)チェーンソ一作業用防護衣清用の促進

(3)刈払機による安全作業の徹底

(4)単軌条運擬機による安全作業の徹底

(5)労働災害発生時における緊急速絡体制の整備の促進

(6)安全管理者等の安全衛生担当者の能力向上教育の実施

(7)低振動工具の使用、作業管理及び健康管理の徹底

(8)防蜂網の使用等による蜂刺され災害防止対策の徹底



「林業における死亡災害の増加に対する緊急対策J

事業場の一斉自主点検の実施について

林業・木材製造業労働災害防止協会

林業では、 本年に入って 1~6 月の聞に労働災害で 27 人(速報値)の尊い生命が失わ

れています。とれは、昨年の同じ時期に比べて5人も多いという極めて深刻な事態となっ

ています。

当協会では、林業の死亡災害をこれ以上出さないようにするため、会長から会員の皆様

に緊急要請をさせていただき、事業場の一斉自主点検の実施をお願いすることといたしま

した.

これら死亡災害の内容をみてみますと、伐倒作業がらみのものが多く、それも本来作業

で守るべき安全確保のための基本的な作業手順を励行していないととに起因するものが多

発しています。

また、依然として、かかり木処理等の同種・類似災害の発生を繰り返すなどの傾向にあ

ります。

さらに、高年齢者の死亡災害も多く発生しています.

との一斉自主点検の実施に当たっては、(裏面) r事業場の一斉自主点検表Jに基づき自

主点検を行い、事業場(事業所及び作業現場)の安全を今一度確認してください。

この結果、「いないJの項目にチェックが付いた場合には、直ちに事業者、労働者が一丸

となり改善して、労働災害のない安全な職場づくりに取組んでください。

また、この点検表を複写して、現場作業者の方々に配布いただき、作業者自身でも作業

内容をチェックしてみてください。

林業・木材製造業労働災害防止協会都道府県支部



旦 平成 年

事業場の一斉自主点検表

| 現場名 | 
月 白 |点検者氏名|

従業者数

場寝泊しない現自については.チェックずる必要はありませんe

項 自 いる いない 該な当し
a 

1 常時雇用するすべての労働者について、安全衛生教育を雇い入れ持及び作業内容

常的日

変更時に実施する仕組みが整っている.

2 安全衛生委員会等が定期的に開催されている(日雇労働者を含め常時50人以上
の労働者を雇用する事業場に設置する).

な 又は、同委員会を設けている事業者以外の事業者は、安全又は傷生に関する事項

について、関係労働者の意見を聴くための機会を設けている。

3 事業所において、労働安全衛生法及びその関係法令を常時見やすい箆所に備え付

け、労働者に周知している.

4 危険予知活動など、それぞれ事業場にあった安全衛生意識の両揚策がとられ、マ

ンネリ化しないための対策を講じている。

5 作業開始前にミーティング (TBM等)を実施するとともに、ヒヤリ、ハット等

の報告を行っている.

1 機械の導入と更新にあたっては、事前に労働者の意見を聞き、それを反映させる

ための場が確保されている。

機械 2 保護帽、耳桧、保護手袋、保護めがね(チェーンソ 作業用防護衣)などが使い

やすく、十分な性能があり、必要な数が備えられている.

安全の 3 事業場(事業所及び作業現場)の整理、整頓、清掃、清潔が行き届いている.

4 日常点検(作業開始前、終了後)を毎日、毎週、月例点検等を定期的に実施して
等 いる.

5 機械に異常を認めた場合、m:ちに補修その他の措置を行っている。

[伐木作業]

l 受け口及び追い口を伐倒する立木の直径に応じて、正しく設けて、「つるJを必ず
確保じている。

2 枝がらみ、つるがらみの立木を伐倒する場合には、熟練労働者に行わせている.

3 伐倒作業等に際しては、呼子等の定められた合図を励行している。また、指差し

呼称を必ず励行している.

4 立木を伐倒する場合には、伐倒木の樹高の1.5倍の距離の範囲内に、他の労働者

安全
を立ち入らせていない.

5 かかり木処理作業は、フェリングレバー、けん引具などの機械器具を使用して、

作業
適切なかかり木処理を行っており、禁止事項は厳守している。

【刈払機作業1
1 急傾斜地での刈払機作業は行わず、鎌などを用いて手刈りで行っている。

2 キックパックを防止するため、往復刈りはしないように作業を行っている.

3 傾斜地は滑りやすいので、履き物はスパイク付きのものを履いて行っているa

4 刈払機を用いて作業を行う場合は、労働者から 5メートル以内を危険区域とし、

この区域に他の労働者を立ち入らせないこととしている.

5 作業中の労働者に近づくときには、合図を行い、刈払機が刈刃が停止したことを

確認したよで近づいている.

1 チェーンソーを用いて作業を行う労働者に対しては、特別教育を実擁している.

2 機械集材装置を運転する労働者に対しては、特別教育を実施しているa

3 林内作業車を操作する労働者に対しては、安全教育を実施している.

4 刈払機を用いて作業を行う労働者に対しては、安全衛生教育を実施している.

5 全作業について、リスクアセスメントを実践している。



厚生労働省労働基準局

安全衛生部安全課

建設安全対策室長星空

林災防発第 78号

平成 22年 8月 26日

林業・木材製造業労働災害防止協会

専務遼事 角国 l透

林材業労働災害防止活動の推進について(婆請)

当協会の業務運営につきましては、日頃から格別のご高配を賜り衷心より御礼申し上げ

ます。

平成21年における労働災害の発生状況は、他産業が軒並み減少する中、林業の死亡災

害は対前年比+0と減少せず、死傷災害は対前年比 2.7%の増加と厳しい状況にありま

す。また、木材製造業においては、労働災害の発生件数は着実に減少しているものの死傷

年千人率は、製造業全般と比較して依然高い状況にあります。

現在、当協会では、全国を7ブロックに分けて、それぞれに地方駐在安全管理士1名を

配置じて労働災害防止活動を行っております。しかしながら、事業場や現場が山間部に散

在する地理的条件等も震なって、事業場lと対する労働災害の防止に関する技術的な事項に

ついての指導及び援助をはじめ、現場パトロール、各支部への労働災害紡止活動の支援、

労働災害の発生状況の把援など、多岐にわたる労働災害防止活動を有効に行うには糠めて

困難な状況下に置かれております。

このような背景から、本年度、地方駐在安全管理士と連携の下に、問管理士の活動をサ

ポートする「林材業労災防止専門調査員Jを都道府県ごとに配置し、地方駐在安全管還土

の指揮の下、現場パトローノレ、労働災害情報の収集及び労働災害調査等を実施し、それら

を分析の上、今後の労働災害の防止を図ることをしております。

このため、同専門調査員を対象に、林材業労災防止専門調査員の役割、労働災害調査、

災害事例研究及び死亡災害情報、現場パトロールの研修を実施することとしております。

つきましては、地方駐在安全管理士及び当協会都道府県支部から管轄の労働局箸に協力

依頼をさせていただきますので、ご了知方、何卒よろしくお願い申し上げます。



機動的労働災害防止活動推進事業実施要綱

1.趣旨

林業・木材製造業労働災害防止協会〈以下『協会j という。)では、全国を7プロッ

クに分けて、それぞれに地方駐在安全管理士1名を阻置して労働災害防止活動を行って

おり、地方駐在安全管理士は1人当たり 6支部から 10支部を担当している。

さらに、事業場や現場が地方に散在する地理的条件等も重なって、事業場に対する労

働災害の防止に関する技術的な事項についての指導及び援助をはじめ、現場パトロール、

各支部への労働災害防止活動の支援、労働災害の発生状況の把援など、多岐にわたる労

働災害防止活動を有効に行うには極めて困難な状況下に置かれている。

このような背景から、地方駐在安全管理士と連携の下に、同管理士の活動をサポート

する f林材業労災防止専門調査員J (以下「専門調査員Jという。)を各都道府県ごと

に配置し、地方駐在安全管理士の指揮の下、現場ノ号トロール、労働災害情報の収集及び

労働災害調査等を実施し労働災害の防止を図るととを目的とする。

2.専門調査員に係る規程の整備

専門調査員に係る規程を整備する。

3.専門調査員の委嘱・任命

(1)地方駐在安全管理士は、支部と協議の上、労働災害防止に関する専門的知識及び経

歓を有する者のうちから専門調査員候補者を選定し、協会本部に推薦する。

(2)専門調査員の委嘱・任命は、協会会長が行う。

(3)専門鴇査員に対して、身分証明書、作業服(制服)等、現場パトロールに必要な装

備品を貸与する。

4.専門調査員の研修

(1)専門調査員の研修カリキュラム、指導用テキスト(マニュアfレ)及び合同パトロー

ルにおけるチェックジストを作成する。

(2)研修は、地方駐在安全管理士が中心となり、開催支部の協カを得てプロック単位で

潤催する。

(3)講師の選定に当たっては、労働基準行政機関及び労働安全コンサルタント等の活用

を図る。

5.合同パトロ}ノレの実施

(1)地方駐在安全管理士は、毎年度専門調査員の情報等を碁に、支部と協議の上、合同

パトロ)ノレを実施する事業場を決定する。

(2)地方駐在安全管理士及び専門調査員は、労働基準監督機関担当官と協議の上、合同

パトロールの実議日を決定する。

(3)合同パトロ-1レにおいては、事業場への指導を行うとともに、その結果をその都度

協会本部に報告する。

(4)協会本部は、報告のあった合同パトロールの結果について取りまとめるとともに、

分析するものとする。



林材業労災防止専門調変員研修実施要領

1 目的

林業及び木材製造業(以下「林材業」という。)における自主的安全衛生活動の推進

を関るため、都道府県ごとに林材業労災防止専門調査員(以下「専門調査員j という。)

を配置するので、職務を遂行する上で必要な知識等を付与する。

2 研修内容

研修内容は、以下のとおりとする。

(1)専門調査員の役割 (1時間程度)

専門調査員の心構え、職務、具体的実施事項

(2)現場パトロール (2時間程度)

パトローノレの意義、ポイント及び指導方法

(3)労働災害調査、災害事例研究及び死亡災害情報 (2時間 30分程度)

労働災害の発生妥閥、原因調査、分類方法、記録の作成及び死亡災害の報告手順

(4)合同パトロールの実施

3 実施時期等

実施時期等は、以下のとおりとする。

( 1 )実施時期:平成 22年 10 月 1 日 ~12月末日までの間

( 2)実施会場:地方駐在安全管理土の駐在地(地域事情で変更可)

(3)合同パトロール:各専門調査員の担当区域内で実施

(4)連絡調整:合同パトロ}ノレは都動府県単位での実施となることから、地方駐在安全

管理士が中心となり連絡・調整の上、効果的な実施を図る。



事務連絡

平成 22年8月25日

各都道府県林業労働担当課長殿

(労働安全衛生)

林野庁

林業労働対策室長

林業労働災害防止対策の取組の促進について

常臼頃より、林業の労働災害防止のためにご尽力頂いていることに感謝申し上げ

ます。

さて、今年の林業の労働災害発生状況をみると、 8月7日現在で慨に 34人が亡

くなり、昨年同時期に比べて 8人の増となっており、今後、秋にかけて間伐作業も

最盛期を迎えることから、さらなる災害発生の増加が懸念されます。

また、労働災害は、「森林，林業再生プラン』における人材育成を進める上でも、

大きな支障となることから、労働災害防止対策を強力に進め、安全な職場環境を早

急に構築していくことが不可欠です。

つきましては、本年において、これ以上の災害を防止するために、下記の事項を

参考に労働災害防止の徹底に早急に取り組んで頂くようお願い致します。

記

1 各種会議を利用しーた安全講習会や技術研修会等の実施と事業体への参加の呼び

かけ、労働災害発生事例と防止対策の情報発信

2 管内林業団体、森林組合、林業事業体等への安全作業の取組要請、労働行政

機関と連携した現場への緊急巡回指導の実施

3 入札等で発注した委託事業や請負事業の実施事業体への安全管理体制や安全作

業の指導の徹底

(別紙参考)

平成 22年における死亡災害発生状況(速報)

平成 22年の都道府県別死亡災害発生速報

(担当:労働安全衛生班)



機密性0情報 00限り

平成22年!こおける死亡災害発生状況(速報)

平成22年B月7臼現在

平成22年(1 月 ~7 月) 平成21年(1Fl ~7月) 平成20年(1 月 ~7月) 対21年比較 対20年比較

死亡者数(人) 死亡者数(人) 死亡者数(人) 1普減数(人) 増減数(人)

会産業 574 508 645 66 一71

林 業 34 26 23 8 11 

木材製造業 2 8 B 一4 -6 

j主・厚生労働省『死亡災害発生報告」より、 r-JI立減少を示す。



平成22年の都道府際別死亡災害発生速報 ~22年8月 713現在~ r労働者死傷病報告Jによる

平22年(1~7月) 1平21年(1~7月 )1 増減 平22年(1~7月 )1 平21年(1-7 月) 1 増j成

北海道 7 6 25 滋賀県 。 。 。
--・‘一2 青森県 。 。 。 26 京都府 。 2 -2 

3 岩手県 3 2 27 大阪府 。
4 宮城県 。 。 。 28 兵庫県 G 

5 秋国県 。 29 奈良県 。
6 山形県 。 。 。 30 和歌山県 。
7 福島県 1 。 31 鳥取県 D 。 。
8 茨城県 。 。 。 32 島根県 2 

自 栃木県 。 33 岡山県 。
10 群馬県 2 。 2 34 広島県 。 。 。
11 埼玉県 。 -1 35 山口県 D 。 。
12 千葉県 。 。 。 36 徳島県 2 2 。
13 東京都 。 37 香川県 。 。 。
14 神奈川県 。 -1 38 愛媛県 2 。 2 

15 新潟県 。 D 。 39 高知県 。 3 ，-3 

16 富山県 。 。 。 40 福岡県 1 。
17 石川県 2 。 z 41 佐賀県 1 2 

18 福井県 。 。 。 42 長崎県 '2 。 2 

19 山梨県 。 。 。 43 熊本県 。
20 長野県 。 。 。 44 大分県 。 。 。
21 岐阜県 。 45 宮崎県 3 2 

22 静同県 。 46 鹿児島県 G 

23 愛知県 。 。 。 47 j中縄県 。 。 。
24 ニ重県 。 合計 26 8 

注 n年!t8月7現在速報値



盟諸 議員:1ト
議事

(間伎作業編)

1 このパンフレ、ソトの事例は、間伐作業についてリスクアセスメントを実施

した人たちの報告を基にしています。

2 りスクアセスメントは、みんなで議論し、少しでもリスクを小さくし、安

全に作業が進められるようにすることがもっとも大切です。

3 初めから完撃なものを作ろうとしないで‘、先ずはリスクアセスメントを始

めましょう。「危険をよみ、災害の芽をつむ」チ力ラが養われるようになり

ます。

4 災害発生を作業者個人の問題(不注意)とするのではなく、作業全体を要

素のつながりとしてとらえ、改善の方向を見いだしましょう。

5 徐々に、いままで毘えなかったりスクアセスメントの大切さが、見えてく

るはずです。

6 2~5 ページのリスクアセスメントの留意事I買を参考に「現場で安全を脅

かすものは何かJの原点、に立ち返り、リスクアセスメント仁取りかかりまし

ょう。

※ 12~15ページには、 f安全な濁伐作業のための留意事項(新規就業者のために)J
を掲載しています。

鶴麗臨む寵鍾鱒輸省民

〈ハインリッヒの法賂〉

ヒヤリハット 300

潜在してももる種擦
問露大な見えにくい危理主要閣]

法主主j

⑧林業・木材製造業労働災害防止協会
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IJ2933J巴ヌメコトのj留意事頂

品開票因の添い出し ; 
危険要因の洗い出しを行う場合は、次のことに留意しましょう。

-作業全体をみて、対象作業の流れから「どうも危ないナ」というものから洗い出し

をしましょう。

-対象作業を分かりやすい単位で区分し、見えている危険要因だけでなく、見えにく

い危険要因についても、踏み込んで洗い出しをしましょう。

「現場に足を踏み入れ、自分の自で確かめる」の精神で現場をよく観察して、 f危
ないことはないか」という自で、危険要因の洗い出しをしましょう。

「機械は故障するJr人はミスをするJということを前提に作業現場をよく観察し

てみましょう。

-細かいことにとらわれず、作業全体の中で災害やヒヤリハνト事例などの発生率の

高い危険要因に重点をおいて洗い出しをしましょう。

-いろいろな立場の人から意見を聞くようにしましょう。

イ間伐作業でのヒヤリハνト事例」を「単位作業」ごとにまとめて次に示します。

危険要因の洗い出しの自のつけどころとして活用しましょう。

-危険要因の洗い出しの表し方は、次のステνプの fリスク見積り」につなげるため、

r~するとき、~したので、~になるj という形にしましょう。

軍五重要員り和、出長の自町のうft~ととる I扇切手葬更の:写JTihh1 ト書面);

〈伐倒作業〉

1)ロープをかけるため、伐倒予定木に登り落ちそうになった。

2 )突っ込み切りでキ、ソクパックを起こし、ソーチェァンに主妥触しそうになった。

3 )受け口を作らないで、斜め切りをしたとき(麓轟轟覇軍)に元口が跳ね、体

に当たりそうになった。

4)追い口を切り込みすぎ、ガイドパーカT挟まれたまま木が倒れ始め、激突され

そうになった。

5)つるカT絡んでいて伐倒方向が変わり、急いて、退避する逮中、転落しそうにな

った。

6)間伐木を伐倒したところ、隣接木の枯れ枝が落下し、頭に当たりそうになっ

た。

くかかり木処理作業〉

7)かかっている木の元宝切りをしたとき(護操車調)、元口が跳ね、激突され

そうになった。



8 )かかられている木を伐倒して(霊童畠事調)、かかっている木がはずれ、激突

されそうになった。

のかかり木処理器具をセ、ソト中に、かかり木がはずれ、下敷きになりそうにな

ったo

10)フェリングレバーでかかり木を回転したとき、爪がはずれ、転倒しそうに

なった。

〈造材作業一枝払い〉

11)チェーンソーで枝払い中、払った枝が跳ねて、顔に当たりそうになった。

12)伐倒木の支え枝の切断て¥材が滑り出し、他の作業者に当たりそうになった。

13)チェーンソーのガイドパーの先で枝払い中、キ、ソクバ、ソクを起こし、接触

しそうになった。

14)枝払い中、払った枝に押されてチェーンソーが体に当たりそうになった。

〈造材作業一玉切り〉

15)傾斜地で宝切りしたとき、材が滑り出し、足が挟まれそうになった。

16)玉切り中、チェーンソーのパーが挟まれたまま材が滑り出し、巻き込まれ

そうになった。

17)王切り中、放置しであったかかり木が倒れてきて、下敷きになりそうにな

った。

〈集材作業一荷かけ・木寄せ〉

18)引寄索を引き出すためフックを持って移動中、つまずいて、転倒しそうに

なった。

19)上げ荷集材でスリングローブが切れ、集材木が滑落し、荷かけ者に当たり

そうになった0

20)下げ荷集材で、集材木が滑落し、オペレータに当たりそうになった。

21)集材中、スリングローブが切れ、作業索が飛来し、運転者に当たりそうに

なった。

22)集材木の障害物接触に気つかず巻き上げ、機体がイ嘆き、機体ごと転落しそ

うになった。

23)集材木が宙吊りとなり、機体が傾き、機体ごと転落しそうになった。

24)集材中に先柱が倒れ、作業索と搬器が落下し、荷かけ者に当たりそうにな

った。

〈集材作業一荷はずし〉

25)'上げ持集材で、荷はずしした集材木が滑落じ、荷かけ者に当たりそうにな

った。

26)下げ荷集材で、荷はずしした集材木が滑落し、オペレータに当たりそうに

なった。

3 
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E髄i-m早積畑fEJ : 
洗い出された危険要因に対して、リスクの見積り・評価を行いましょう0

.リスクの見積り・評価は複数の人で実施しましょう。

-細かく見積もらないで大まかに見積りましょう。

-リスクの見積りについては、危険要因の洗い出しの I~するとき、~したので、~
になるJから、具体的な災害の起こる可能性とケガの程度を想定してみましょう 0

.リスク見積りは、作業内容をよく考えて、十分話し合い、グループの総意として決

めましょう。

ーそのリスクの大きさを明らかにしましょう。

圃 ，!Jスタ」iEtd策J 、 6 .覇ト:.，_，'.;.c，.ーーで
リスク低減対策の検討を行う場合、リスクの高いものから優先的に検討を行いまし

ょっ。

どのようにしてリスクを小さくするかを考えましょう。

-リスクゼ口を目指すのではなく、リスクを十分に低いところまで引き下げましょう0

・作業全体を要素のつながりとして検討し、リスク低減対策の方向を見誤らないよう

にしましょう。

-物事を裏返しにして対策にしないで (1材が宙吊りになるj→対策「材を宙吊りに

しないJ)、具体的に低減対策を考えましょう。

-リスク低減対策の検討は、次のJI康序で検討しましょう。

¢先ず危険作業をなくしたり、見直したりして、リスクを小さくすることを検討し

ましょう。

①次に、何か機械や設備などで対策がとれないか検討しましょう。

③3番自に、チェーンソ一周防護衣など安全保護異の使用を検討しましょう。

④4番自に、事情訓練、作業管理等の対策を検討しましょう。

-コストの大小でなく、妥当なソスク低減対策を検討しましょう。

対策後にリスクの見積り・評価を再度行い、リスクが十分に低減されているかど

うかを検討しましょう。

震露 1)美子低渡部最古一例1参考)百
実際には、「危険要因の洗い出し」→「リスクの見積り-評価Jを経て、「リスク低

減対策jを検討しますが、ここでは、先のヒヤリハ、y卜事例に対応したリスク低減対

策の 例を参考までに掲げておきます。番号は、ヒヤリハット番号と対応しています。

〈伐倒作業〉

1)登はん道異及び安全帯を使用する。

2 )キ、ックパ、ソクの防止等チェーンソーの取設い方法を再教育する。

3 )伐倒作業の基本を再教育する。



4)つるの残し方等の伐木方法を再教育する。

5)つるがらみの木の場合の伐木方法を再教育する。

6)伐倒方向にある隣接木の状態を事前に確認する。

くかかり木処理作業〉

7， 8)かかり木処理の機械器具を使用してかかり木をはずす。

9)かかり木の状態を事前に確認する。

10)かかり木処理器具の使用方法を再教育する。

〈造材作業一枝払い〉

11)チェーンソーによる枝払いの方法を再教育する。

12)支え枝を切る前に材を悶定しておく。

13，14)チェーンソーによる枝払いの方法を再教育する。

〈造材作業一玉切り〉

15)玉切りの前に材を国定しておく。

16)くさびを用いたチェーンソー玉切りの方法を再教育する。

17)かかり木を放置せざるを得ない場合は、ロープ等で「立入禁止Jの措置を

する。

〈集材作業一荷かけ・木寄せ〉

18)足場が悉くなることを回避するため伐倒と併行して集材を行う。

19)荷かけ者は残存木の陰等の安全な場所に退避する。

20)向柱を設置して集材の方向を変える。スリングローブの点検を行い、傷ん

だスリングローブは使わない。

21)運転室にガードを設ける。

22，23)機体の転倒を防止するための安全装置等の設置を行う。

24)先柱に使用する立木の状況を事前巳確認する。

〈集材作業一荷はずし〉

25，26)プロセ、ソサあるいはグラップjレ等の機械により、把持した状態で荷はず

しを行う。

. 改善に当たり考慮すぺき事項
副襲菌、
対策後のリスクレベルが確保されるよう、呉体的な方法を検討しましょう。

-具体的な実施にあたっては;ないものねだりをせず、一歩一歩前進していくように

優先順位をつけて実施しましょう。

-アセスメントの実施結果を作業者全員に周知し、事業者と作業者が一緒になって取

り組みましょう。

5 



リスクアセスメント報告害

対章作業名 : 間伐作業

(事例 1- 1 ) Na. 1 

No 

危険要園田洗い出し

災害に至るプロセス

~すると書 |一二耳石?下-(輔の裂)になる

リスク3宅.llり lυ3ミク問調
{現総】 I ('震波}

00さん、ムA さん、ロロさん、@@さん 報告書作成百:平成00年00月00日実施者氏名

危険要因の

内容
可能倹11重大位 リスク

レベル

2 

U
 

弘
信平

J上見仇
乞冠樹て

。
寺

4-

う

占
叩
山
由

日
円
相

あ

噛

骨

量

申

坦
l 

作業者

1 1伐倒作業 11客技 是正面れる I:H;:.j.; ... ~.a-.，/;.:tÇ-Cl 
t方向概するため|戸れた枝が落下し l闘に当たる ? la |A 
樹盛:克上げたと富 1....."""'1 

3 ~①世傍で省枝が落ちる可能性を見極め退避方向を決める 1"'10

l帥白木造噛干始めたらすぐに退避する 1"10 2 

盟主12壁 優先

順位

改善に当たり

考直すべき事項
りスク低減対策

哨臨|重大桟I~ミ1

01 】|駒山叩

01 

間需芳子~~I仇抑制蜘 J~;~~~~~の下証可ヨ~~..J~~ ~暗殺17).tJt~~雄一同子千円I()
由貴会な退避織所を確保する 10 

@伐倒木が倒れ始めたらすくに坦避する ム 10 1 2 

'..1… |倒木 !探知作|仔寸tLZZ122ぷふLJ 帥姉削立市MP亡'~:::?...I ~じにな:;;二す
1.. .... ...............1...................1 <I耳目車出こ龍生ずる却の新しいリスク位対応する事事制』ι 一二......__....... ム マ ，.. .1....1...........1 

| 軍瀦iilW;(クが舗はω叫AょうZ考慮すべき事項 -ーー--=

4 J問 |倒木 |!塁塁手222ぴを吋探鉱叩倒木j午問問酷~~~.~.~I ，'..I.~ I-..... i同組切諌する 竺.~抱卵帥わせて附

1 1 l一一…一 片f門…理方向一即刻 ;j~;j~: ~ | 幅険関魁・ 4捕のやり方、醐道購を理長己ヰ=干寸-V~@:;~叫を11;16<"んけ財冊て申す る 半 ;2-EFこ当たる:C1;Î~州ヴ切蜘蜘油記
| 巴宜主量世忌保護具簿田箆リIII r:士一~一切 ................. 士一二二一 二 …‘二 i 一 二一一一一ー 一一

| 欄間韓作栄騨等白描 I I I 11' ハ

5 1倒 慨 i醐 木 |迫?切り町内向叩|下敷町 1:".1~1411回路ZZir一肌追い口を翻竺 I ()..I..:" 1...'..1畑作ヤ開閉する J 

@暗い口は切り込みすきFないよう細心の住宜を払う 1 0 1 企 1 2 1鈎唱み予定吐置に印を付けてお<

6 1伐倒作業
急斜遍函高画モ歪可iチヨ民』シソ回四ゐ幅雇*'f
ロを切るとき i高〈的 出胤 iパ寸唖に当たりそう凶る x 

2 

Y-1-三戸町一一|宗一一111z125詑:::こtrr|;|1f

ソーチェーン -'" 

1'''1 一 |ー一 1.....1 

1 1111筒作業

りスクへの対応
リスクの評価基準

拠害の可能性
リスクレベル

災害町重大性 リスクの見積リ リスクレベル

xx 5 

Xム、ゐ× 4 

ox、xo、企ふ 3 

0'"、"0 2 。。 1 日

4 ①足場を緩晶、その上で作業する o 1 0 1 1 1伐倒作業の基本会再放育する

@膚よりょの高さでチエ』ンソーを語作しない 国込み予定世置に印を付けておくL.() O 

チ品目ンソ】の基本操{持再教育する i 

2 

リスクレベル リスクへの対応

5 畳11入れ不可能なリスクであIJ、即座に他の方量へ匝躍する'.If，.嬰がある

4 !l!け入れ不可能なリスクであり、抜本的な対策を実施する必要がある

3 畳付入れ不可能なリスクでお'J、両らかの対策を実施する必要がおる

2 受け入れ可能なリスクであ'J、現時点で同制こ対策の必要がない{鎗留リλクあり]

1 畳け入れ可能なりスクであり、封策の必要がない{残留リスク酎J) 7 



リスクアセスメント報告書 (事例 1- 2) No.2 

対象作業名 間伐作業 実施者氏名 00さ ん 、 ム ム さ ん 、 口 口 さ ん 、 。 。 さ ん 報告書作成日・平成00年00月00日

危障要底的洗い出し リヨク昆U'j リ>.u恒 封案提司リス. 対リ」スR王Rク規4慢野の一偏
岬ぷ) {現状】 見現リ円唱}

改善正当 foり 優先No 
危険要因町 災害に韮るプロセス りスク低減対策

考慮すベ書事演 順位υスク リスク作講者
内容 可術性 豆大性 レベル 可能性 製大性 レベル

~するとき ~したので -(事故の製}になる

8 伐鱒作業 つるがらみの本 伐併するとき つ彊るらがれてらみ倒のれ木カ句!っ 下嘉文きになる A x Q;潟辺の木のつるがらみの状態をよく確認する O ム 2 つるがらみ木の伐例の基本を再敏育する
，、............・・‘ '"目‘晶 a・可・ ......・..・・

ノ前コ年、輔のEを前のに;つ孔るてのつ元るを閥闘っりて援おすく団あらかじめつるを明り献しておく O O 
............司..・..，‘・砕 一......守'目岨 4・....・...・‘ 圃曹 司.-..咽-.'，‘酔晶 可..... .......・F

③切る木のNIIl寄と方向を十分考えて切る O a 2 複数の作業者で処理方法を決め作業する 2 

9 かかりホ処還作莱 かかり木 かめ元かり玉木切をり処を理したすとるきた か向かがり変木わのり倒れる方 下数きになる x x 5 ①機線カ(ウインチ等}用いて引き倒す O A 2 ガイ》γロフクを使い安全な方向に;1<
-ーー・ー.....唱.......骨骨骨骨骨酔，..一

②木回し、けん引共等を局いて処獲する O A 2 回転させて倒す 2 
・・ー.....・...‘..・』....-‘・ a・・・ a 目‘司・..・園 田‘a晶町“ -ー..・・晶司ド‘晶 ・..・ーー ... 

10 かかり本処理作業 かかり木 ヲウlイ持ン寄チせでるか書かきり木を 元りり、木口引ががき起寄隊善せ審玉中物出のに。か当治P: 機溝方向に倒れ滋突する A x 

JF/j'H v 

①引き寄せる方向に障害物がないか確認する O O Eゆをあわせて行う
ー・..ー・・ 4・..‘・・...・ ・.. "， ...............‘'・ ‘・ドーーー..-...............・・

f@7イヤロープをかかり抑制の近〈にかける O 
包三

O 

P 
ヵーイトブロノ:埼使い安全な方向に引〈

"・・・ー・ー・・..ー....・. '・曹司F・...・...咽.. ー詰， ・『圃・. ー‘ ・， 目岨

υスク{伝措将軍I~. 検討血帽序に従って考える曹司 '・.‘司・_._-.・‘・‘晶圃晶 ，"・ ..-... 曹司圃圃‘・
①車険f機管腿L作議申や口方、蝿弘通臭事在草葺~ ........ .....・・.

戸@賀会事置、理理具等の世間
-・ー・..町r・ 対策後のυスクレベルを隠保.~る方遣を具栴的{白置す@教育自晴、作幾僚理等由美施

q凋策桂10尭症する別の較しいUスク!こ対応する事項
..--.'..・・..>> -・ 4・・a ・ー .......冒" 咽・ 4・司....‘...... 

哩瀦田υzク出場大jレ忽いように考織すベ官事項
も町.. 

11 造初作業(筏払い} ソーチェ』ン 技払い中に たソーめ本技体が跳で防ねご、テうェとーしてン ソーチョ巴-ンが擦に当たる A A 3 (i)t，め伎は.まず半分程庄の箇所を切り、ついで筏売を切る O O 匡後鋒、外を側和かららげ切るるため、ため4支の内側からのこ目をλれた 2 
........・ー ・・， ・・........ 目‘.......晶晶晶晶..--.....、，.. 可・.・・・・.. ・

②チェーンソー周妨護衣を着濁する O O 紡護衣は正し〈着用する l 
e・・・ ..‘・..‘.. .... ..守町.......-..咽.......‘ ー・・ ・・・.. 且 ・且咽 ' ー.咽，冒 ー.....

12 高材作集[枝払い} ソーチιーン 材の上で後払い中}こ チェーンソ円7クがを切主主断こ技し ねガイHドこパ当ーたがる且{つま先/す A A 3 ①曜のよ守作業をしない .0. O 2 安全作業の碁本を袴教育する 2 
......・亭司目‘・ ， 可可..............ー・ で"'7クパ ........目‘・・・・晶....

申請fイr/~-の先端部分をイ去って按払いをしない O O 2 チェーンソーの基本操作を再教育する 3 
'町・..司，--.，.

③チエ目ンノ-JI!紡盟衣をえを用する O O 防護衣は正しく希周する
.._-圃圃圃曹司， ..・ 守..町酔唱..町..". 

13 造材作業{昨支払い} 王切り材 急舎終斜え鳩たでと王き切り作架 支ず、え棋紛がが較材がを保ヲて持できてき 治き込まれ斜面をiIi下 A x 4 ①支え続をしてヨかりと打ち込み材を安定させておく O O 2 安合作業の基本をP等教育する
』‘晶圃 色目岨.. ・...冒'・.. ..・.・...‘...‘・........ 4・a・・・ 4且e・a・ ..町r ・・町 '・・ 4・・.....咽ドー....

---- ‘... .........‘・..... ・・..''・.....・

'・・........‘・・町......・・ '・.....・‘ F司町..町酔唱....町酔晶 圃 ......・，可. 、........咽 ......‘..... 
、

りスヲの評価基準
リスクレベル リスクへの対応

リスクの晃積り リスクレJて" リス7レベJレ リスクへの対応.
r 

XX  5 5 受付λれ不可能なリスクであり、即座に他の方訟へ田滋する必要がある

XA、AX 4 4 器材λれ不可鑑なリスクであ'J.按本曲な対策を実施する必要がある

ox、xO、.0..0. 3 3 畳けλれ不可能なリスクであり、何らかの対策を童絡す<;!O要がある

0.0.、企O 2 2 壁Itλれ可能なリスクであり、現時点では特に対策の必要がない(残留リスクあり}

B 00 1 1 畳It入れ可能なリスクであり.M震の必要がない(残留リスク酎J) 9 



リスクアセスメン卜報告書

対象作業名 . 関伐作業

(事例 1- 3) No.3 

報告書作成田.平成00年00月00日

危検要因の洗い出L
りスク昆積り lリスク野鏑

【現総 1 (規銑》

00さん、、ムム苫ん、口口さん、。。さん

針策後.リスタ I!!~.!，阜の'"ス7師偏見積り{予測ln.測}
橿先

順位

実施者氏名

No. 
危険要閣の | 災害に笠るプロセス

内容 I -するとき I -したので I -(事故田躍)になる

1 !l!lJli'liH*ls'<!) 1 "':Oヲイシチで集調木を司君子に当たって転判|滋裂される14 1集討作業(木寄せ)1転石 |げ荷方向悶l吋とと副葺~f~:=I/";'?'" ""，r'JI 

可能性|重大性I121作韓名

改善に当たり

考慮すベ吉事項
りスク低減対策

可能性j豆大性I121 
ム 1 x 1 4 ①材の引き寄せ方向の危院世を良〈確認しておく 10 

' ・①何はあらか防取り除くか、杭止めなど札て安定きI'ör~
1++"""， せておく | 

z 
'" 江ゆをあわせて行う

安全作業の器本を子客数宥する
1 1 

2 

15 1制作集{木寄せ}刈げロープ i膏訴預T吾函で;亙iスリげ，，-吋軒 iロ]咋雑時まれ泊先1" 1 x 1 4 .怖かけをしたらすてに退避する
...I.~..I.~~.~~.':.~'~~~.~~.I.':.:~~. -'..~....~......I き上げが均た式吐き |羽毛え唱え."':":.....1照!きこまれ号 .l..:::...I...~....I.....~..... 

母河乍集者閣の合1国を確実に行う

O 

O 

o 1 1 1安全作聾の基本を再教育する

?ll.1品 川 崎 酷 齢 て お く 2 

16 1鮒作業体制>1ワイヤロイ iフッタ柑かけ聞に|ドラムの駒食い込み17Y九三雨亘否Gl&6li]''': "I-;;-T3 ①ワイヤロー内乱巻きにbていなヤゆ磁寵する 101'" 
照明書せる待 問明書が起こり i期対 ....1 . ::..I.::.L.~..:一一 ・ .I:::J 1' .....................1........ ............'1..............................1 . "，'''1 申塁手持ら荷かげトの蹴巧合園球点繰回 01企

@フックを移動させるヲインの連鹿を緩やかにする 101" 

竺ÒI~出吐き 1翠額司嘉吉認~'t'~~LJOI.~ 公炉叫"1:怖いー
国…、 B 1 .-y _I@ワ吋マローラ均点検を徹底する

Uスク低蹴読は.検討町田序に世って考える --士会イ 帥転由=がい陣取り付ける
E危拙作業を魔11:.作帯四やり方、機板、道真等を置更 ~I...... 司日 い

直盟会聾邑保温奥等司使用
@割育訓韓.作業管理署由実施 十一 ー ーー一 岳山ーム

171制作繋1木寄せ>.1ワイヤープ

18 1集結作業(木寄せ)IJ義材木 1芸品TJJZE同示三...I.~~，~::?~~~iやる IA  

ー

2 1江沼淀Bをあわせて行う

2 あらかじめ合回を定吟ておく

2 

日2 器2ipb回復す

教育する

<D:l立j)(j)をあわせて行う

ー$ー

υスクへの対応
リス7の評価基準

災害の可能性

可扇吉7T"ia号
.trIJiIa.:..s x 

リスクレベル
担害の重大性

リスクの見織り リスクレベル

xx 5 

X"'"、"，"X 4 

Ox、XO、ふム 3 

0"、oO 2 。。 1 10 

リスクレ，、O~ リスヲへの対応

s 受け入れ不可能なリスクであ')、聞座に他の方法へ回遊する必要がある

4 受け入れ不可能なリスクであり、鏡窓的な対策を実絡する必裂がある

3 亜け入れ不可能なリスクであり、両らかの封策を書錯する必要がある

2 安lオ入れ可能なりスクで"，.人王建時点では特に対策の;，善がない{残留りスク酎>J)

1 置け入れ可能なりスクであり、対策の必要がない[聾留リスクあり) 11 



12 

安委;暗闇線作業の定めの圏蓮華IilH"新規就業者:のre創立)
輔j頭骨作業iii
人工林を適正に管理する大切な仕事のひとつが、間伐です。過密状態の森林は健全

な木が育たないだけでなく、林地に陽が当たらず草も生えにくいため、表土は雨で流

され、土砂崩れや洪水などの自然災害にもつながり問題となっています。間伐とは、

成長過程で過怒となった森林に対して、立木の本数を調整するために行うもので、健

全で活力ある森林を育成するために不可欠な作業です。

間伐方法の中で、木の形質に重点を置いて、あらかじめ伐る木を決めて行う濁伐が

定性間伐です。基本的には、不良木からl願に伐って穫良木を残します。一方、列状間

伐は、斜面の上下に沿って機械的に列状に間伐を行うものです。高性能林業機械等に

よって、より安全で効率的に間伐作業ができる方法といえます。

定性間伐と列状間伐の標準的な作業工程の流れは以下のとおりです。

42史25の場合)配一回一圃jヘ
宇一瞬珊瑚圃<: ! I鎮護欝\~

腫 i蹴作業Iとは危険者fいづ郎、
間伐作業には、常に危険が伴います。間伐は間引き作業であることから、伐倒;;jては

かかり木になりやすく、これまでも不適切なかかり木処理で多くの災害が発生してい

ます。そのため、間伐手遅れ林での作業では、かかり木の発生を少なくするのが重要

な課題です。

間伐作業は、大きく分けて伐倒、造材、集材、運材など工程が多岐にわたり、使用

する機械も多種多様です。作業者が自分の安全作業の確保に務めることはもちろんで

すが、{也の作業者との同時作業や連携作業となることも多く、作業者がお互いの作業

内容を理解し、確実な連絡合図が大事です。また、現場の作業条件は毎日少なからず

変化います。常iこ安全で合理的な方法を考えながら作業することが大切です。さらに、

指差し呼称、の習慣を身につけ、危険な時、場所、場合には、いったん作業を中止する

ことが大事です。

ここでは、間伐作業のうち、伐偶作業、造材作業、集材作業の安全のための留意事

項について記述します。

霊童祥事項揮での確語事項
現場の班長は、始業前と終業時に、その日の間伐作業に必要な連絡事項や、安全作

業の確保に必要な事項などについて確認を励行しますq また、作業者は使用する機械

や備品の点検などを行い、その結果を点検簿等に記帳し班長に報告するようにします。



重量(空警司障害の作成
作業を安全かつ能率的に行うためには、基本的な手11療を定めておとく必要があります。

これを実践することが法令でも義務づけられています。作業手順書の内容については、

作業者も一緒になって作り上げるようにします。また、作業者はあらかじめ作業手願

書を理解し、全員t/同じ手111震に基づいて作業するようにします。

基 主
調=そが時何;ト
初心者は「仕事が見えない」と言われます。次のようなことを自覚し

ましょう。

① 同時にいろいろなことをやろうとして、混乱を起こしゃすい。

① 伺が重要な情報か選択ができないため、混乱を起こしゃすい。

| ③ 熟練者のように手足がひとりでに動くような操作ができない。

④危険が予測できないことから、作業に迷いが生じ動作が遅くなり、

判断や操作に乱れが生じやすい。

① 知識不足、技能不足であることが多い。

@他の作業割近くで行っている作業まで気細らない。~伊

主主
盟;:~雪持古能E摺璽f毎喜郡}暗じ噴議当蚕:正￡:久言之切"(J)り(J)'~互玩る主￥語唄吟財f這b喰唾都主主在.， : 
①「なぜ今、熟練者はこんな動作をするのが」など、 熟練者を常に r

観察する。

② 「今の作業は全体のどの辺をやっているのかJI他の作業者はど

の辺りでどんな作業を行ってい否のか」など、作業の流れをつかむ。

①技能を身につけるためには、きちんとした熟練者からきちんとし

たことを「習ってJI慣れる」こと。

@作業現場で危険を感じとり、安全だと判断したことをやるように:

心がけ 「危険予知能力Jを高めるように努力する。 ノト
ノ守 h R 

ι~伊

輔;合図り方法
・複数の作業員が安全に作業するためには、相互の合図が不可欠で

す。

・特に集材作業は、スイングヤーダや集材ウインチのオペレータと

先山の荷かけ者との連携作業なので、安全健保のためにも常に連絡 l

合図を十分に行う必要があります。

・合図の方法は、必ず作業部こ作業者同士で確認しておき討。片

一
13 
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盟:1明性業員安全
@ 間伐作業を安全に行うためには、最初の伐偶作業が重要です。

・作業に先立って、全員で予定の伐倒作業現場を踏査(下見)して、お互いに相

談しながら、安全な作業方法を決めます。

監盟・伐採木の選木は、あらかじめ木にマーキングしておきます。

・定性間伐の選木は、閤伐の仕方や集材作業を十分に理解した人が行う必要があ

ります。慣れないうちは、伐倒作業のベテランはもちろん、集材作業のオペレー

タや荷かけ者も選木作業に一緒に参加して指導を受けるようにします。

・列状間伐は、木の形翼に関係なく、列状に伐採します。間伐率は30%程度が

一般的ですが、 2残 1伐がそれに該当し、間伐率は33%となります。

・伐採列は、集材する時の作業牲を考えて、等高線と直突させるのが一般的です。

罰量買唖師倒防fIDf-2i翠
・伐倒方向の決定を誤ると、自分自身が危険なばかりでなく、他の作業者に危害

を与える可能性が大きくなります。

・間伐作業での伐倒方向は、かかり木とな5ない方向が基本ですが、かかり木と

なっても外しやすい方向とします。普通は、集材方向も考慮して、斜面の横方向

か、斜め下方がよいとされています。

・列状間投の場合は、かかり:;jてと集材方向を考慮して、下側伐佳~を基本とします0

・かかり木が予想される場合l法、あらかじめロープ等をかけるようにします。

巴重苦情白書事置1週四国師陣断言審理

- つるがらみ、周辺のかん木類、浮石の除去等、伐倒前の準備をします。

・伐倒木を決めたら、その木を上まで見上げて良く観察します。

・枝の付き方と幹の曲がりや傾きで童心方向を判断し、つるがらみも確認します。

・伐倒作業の安全の要件の一つは、確実な合図を行うことです。周囲に作業者や

機械がいないことを確認し、必ず呼子などを鳴らして合図し注意を促します。

・安全な伐偶作業のためには、「狙った伐倒方向Jに正確に倒すことです。

・狙った伐倒方向に倒すためには、「伐倒方法の基本を守るJことが大切です。

「受け口の切り方Jと f追い口の切り方J、fつるの残し方Jなどの方法を十分理

解して基本に則った作業が要求されます。

・つるを正しく残すためには、つるの働きを理解する必要があります。つるの働

きは、次のように要約されます。

。伐倒方向を確実にすること。

② 伐倒する立木の安定を保つこと。}

①円伐倒木の倒れる速度を遅くすること。

・上げ荷集材、下方伐倒では、斜面の下から始め、空いた隙間に向かつて上部の

木を伐倒し、順次上に向かつて伐り進みます。

・2人以上で作業する場合は、上下作業を避けるため、列状間伐では各伐採列に

1人ずつ配置するようにします。

・伐倒者と伐倒者の作業間隔は、十分安全な距離を健保し、お互いの位置を確か

めて作業するようにします。



- 伐根カT高いと集材時の障害になるので、なるべく器い位置で伐るようにします。

. かかり木処理作業では、退避を徹底します。

・ かかり木を直ちに処理できない場合は、「色テープJrロープ張りJr標識Jな

どで「立入禁止」の措置をしておき、後でかかリ木の大きさに見合った処理機器

を用いるか、集材時に機械で引き倒すようにします。

醸造材作業儲山z;のチ工ーンソー作戦 hの安全
・ 傾斜地で造材作業を行う場合は、作業者同士の位置が斜面傾斜方向に対して上

下にならないようにします。

・ 傾斜地での作業中又は歩行中の転落、墜落の防止に注意します0

・ 材の上での造材作業は行わないようにします。

・ 造材作業は、必ず材に対して斜面上方に位置して行うようにします。

・ 同時に2人以上で、同一の材の枝払いや玉切り等の造材作業をしないようにし

ます。

盟書材作業プ荷かげの安全
・ 荷かけ者の最初の作業は、フνクを先柱まで引き出すことです。歩行する林内

には伐倒木があるので、自分が転倒しないように注意します。

・ 荷かけ作業は、集材線が完全にゆるみ、ウインチが停止してから行います。

・ー荷かけ作業は、集材速度が遅くても、スイングヤーダやウインチの運転中は厳

禁です。

・ 集材木が作業路に到着し、荷はずしをしている間に、林内で荷づくりをします0

. それ以外は立木のかげで退避します。

・ 集材中に木が引っかかった時は、合図をして集材線をゆるめてから対処します0

. 集材木に荷かけをする位置は、上げ荷集材では元日付近、下げ荷集材では梢端

部付近にスりングローブをかけるようにします。

・ 荷づくりは 1本ずつを基本とし、細い木をまとめる場合でも 3本を限度としま

す。

輯集材作業ァ木寄せ、の安全ーー
・ 集材は、集材木を一定の場所まで集材 (71て寄せ)する作業のことです。玉切り

して丸太にした材を集める「普通集材」、枝を切り落とし幹だけにした「全幹集

材J、枝をつけたままの伐倒木を集める「全木集材Jがあります。

・ スイングヤーダを集材列に設置する際は、車体正面を集材方向に向け、ドラム

とアームの滑箪と先柱が直線になるようにするのが基本です。

・ スイングヤーダのプレードは必ず接地させますが、軟弱な地盤で地面に沈む場

合は、プレードの下に丸太を敷きます。

・ 集材は、作業路に近い木から順{こ行います。伐採木が重なっている場合は、上

の木を先に木寄せします。

・ スイングヤーダは転倒する危険があるので、半地引状態での集材が基本です0

. スイングヤーダは、作業索が頻繁に弛緩と緊張を繰り返すので、オペレータは

機械の安定性とワイヤロープの状態に注意するようにします。

・ 林内にいる荷かけ者とは常時合図し、互いに確認しおいながら作業をするよう

にします。
15 



リスクアセスメント報告書 (事例 2) No 

対謙作業名 : 間伐作業 実施者氏名 00さん、ムムさん、ロロさん、r@r@さん 報告書作成臼:平成00年00月008

No. 
作輩名

1 棋倒作業

2 伐倒作業

3 タ作ワ業h ヤ グ1"材

4 1区間集材{争察

s 1巨術線材作業

6 プロセ7サi1l#作衆

リスヲの評価基準

災害時可能性

危険要因の

内容

怯倒木

かかり本

ワイヤロープ

線材木

林内M争終車

i甜木

危険要因叩洗い出レ

見書iこ亙るプロセZ

~するとき

木が倒れるとき

伐倒するとき

内角作業をしていて

木寄せ集討するとき

林内作業平を運転中

技払いしたとき

災害の重大性

~したので

他携のに入作業り者が危険E

11とんどかかりホになり

合ftけ索が切れたため

材水7寄a号せh距か離かがり長ゃいすたくめ

理クで紙走胞行かしら降りてパッ

他作の業作して業い者た~の雪道で〈で

記号

× 

-(事故の型}になる

俊倒木に滋突される

!A答が多発する

ワイヤロ】プもこ歯止Z題される

集材木に激突される

挟立木まれと作る索事の防に身体を

造材木に敵g起きれる

リスクレベル

'J.スクの昆積リ

xx 
X'"、ムX

ox、xo‘ムム

0'"、"'0。。

リス冊ク'剖l~11 り"，.憤
1m波}

リスク
苛舵性 媛大佐 レベル

O x 3 

x x 5 

O x 3 

乙h d込 3・

'" x 4 

'" x 4 

リスクレベル

s 
4 

3 

2 

1 

対蹄盛のり"' 刻リ{ス家予ク測視野〉の舗
見'''I}(予潤}

改善に当たり 憧先
リ ス ク 穂 波 対寵

考庫すベ吉事項 限也りスク
'"能性 阜大性 レベル

①ハーペスタを場入する O O 1 かかり木が生じた場合には適切な方法で処理する 3 

②近接作繋にならないよう山割りをする O O 1 l 

①伐例会固を確実に行う O '" 2 2 

E万2状掴t誌を捧周する O '" 2 かかり木が生じた場合には適切な方法で処理する l 

@小面荻費伐を努掬する O '" 2 2 

①架線築材から率商集材に1l'9!する O O 1 林内作業再Z等を運転する者に対して歓育を実位する 1 

①内角仰に立木を1.1す O A 2 3 

@内免作来iま絶対にしない O O i 審査突に過還する 2 

①高密な集材践を入れ、木寄せ路線を盟〈する O O 1 木寄せルートの臨書物をあらかじめ取り除いてお〈 l 

①リモコン繰繊の車両に改良する O O l 援場事者を配車してf乍繁を!fう 2 

@退転H旨から降りて運転しない O '" 2 l 

倒囲蹴内巨}にまま他(のア日作ム業と者プ会日絶ム対をのに配;ま俊したし匝ない維の2倍のii O 企 2 あらかじめ合匝絡を定めてお〈 1 

リスクへの対応

リスクレベル リスクへの対応

5 安Itλれ不可能'<')ス?であり、即庫にf也の方法へ回避する必要がある

4 脅げ入れ不可能なυスクであり、抜本的な封検を実錯する必要がある

3 岳It入れ不可能なりスクで;;1)、何らかの対策を実施する必要があ'5

2 昼け入れ可能なリスクであ')、車時点で聞きに対策の必暑がない(残留リスクあり}

1 受付入れ可能なリスクであ1)、対策の必要がない(桟留リAクあり}




